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臼杵睦夫

平成 16年 8月､釧路において焼 きたらこ､焼

き明太子に食品衛生法違反という新聞報道があり

ました｡

この商品の原材料名に､｢ヒゲタラ卵 (イ トヒ

キダラ卵)｣､｢発色剤 (亜硝酸 Na)｣ と記載され

ていたのです｡食品衛生法第 11条第 2項違反､

つまり､イ トヒキダラ卵には亜硝酸ナ トリウムの

使用は認められていないのです｡

いままでも､釧路地区において､たらこ､筋子

などに対する亜硝酸ナ トリウムの残存基準 (5

ppm)をオーバー した事例が少なか らずあ りま

した｡残存基準をオーバーした加工業者に対 して

は､釧路地域食品保健推進連絡会議水産加工専門

部会 (水試加工部,保健所,支庁水産課)として

適切な改善策を講 じさせました｡

昨今､食品添加物の使用が嫌われている状況と

なってお り､このような違反は当該業者にとどま

らず､釧路地区の水産加工業､ひいては北海道の

食品産業に､風評被害をもたらす危険性があ りま

す｡

そもそも､スケ トウダラ卵に亜硝酸ナ トリウム

の使用が許可されるまでには､幾多の困難があっ

たのです｡その辺の経過を紹介すると以下のとお

りです｡

20数年前､北海道のたらこ製造業界は食品添

加物の使用について､かなりいい加減であるとい

う風評でした｡秤量ひとつとってもスプーン (計

量スプーンではない)何杯の世界に近いと言われ

ていました｡

加えて､たらこに含まれている第 2級アミンと

発色剤として添加された亜硝酸ナ トリウムが反応

して､発癌性の高いジメチルニ トロサ ミンができ

るという学会報告 も出されました｡

業界に対する不信感と､不利な科学的知見とい

う2つの難題の中で､北海道水産物加工協同組合

連合会､水産試験場加工部門,北海道水産部 (覗

在の水産林務部)､北海道衛生部 (現在の保健福

祉部)の連携､東海区水産研究所 (現在の独立行

政法人中央水産研究所),厚生省 (現在の厚生労

働省)､国立衛生試験所 (現在の国立医薬品食品

衛生研究所)の指導のもと､アスコルビン酸 (ど

タミンC)の一定量の添加による発痛物質ジメチ

ルニ トロサ ミンの生成抑制という新 しい知見にも

とづ き､数回にわたる水試加工部による試料調

製､国立衛生試験所および束海区水産研究所での

実証試験を経て､昭和 58年 9月30日､｢亜硝酸

ナ トリウムのたらこに対する適正な使用方法につ

いて｣という厚生省の通知 (環食化第 52号)に

こぎつけたのでした｡

この通知の中で､業界の体質改善策というべ き

ものが盛 り込まれました｡まず､｢亜硝酸ナ トリ

ウム処理たらこの適正製造管理マニュアル (以下

｢製造管理マニュアル｣という)が作成されました｡

さらに､この製造管理マニュアルにしたがって､

たらこを製造する営業者の製造所所在地および製

造者氏名を厚生省乳肉衛生課まで連絡することに

なったのです｡また､通知の中で､｢製造所ごと

に責任者を設置させ､たらこの製造量､亜硝酸ナ

トリウムおよびアスコルビン酸ナ トリウムの使用

量､自主検査の結果を記録させることにより､亜

硝酸ナ トリウムの適性な使用がなされるよう指導

されたい｣という記載がなされました｡

この通知を受けて､ 自主検査､ 自主管理を目

指 し､北海道たらこ品質管理連絡協議会を立ち上

げ､たらこ加工業者を､道内 18地区の地区たら

こ品質管理協議会にそれぞれ指定登録工場として

登録 させたのです｡ 自主検査には､(社団法人)

北海道水産物検査協会がサポー トすることになり

ました｡

もちろん､昭和 58年はもとより､数年置 きに

全道的に説明会を開催 しました｡このようにして

築き上げた自主管理体制を､もう一度初心に返っ

て再構築する時かも知れません ｡

ところで､このような自主管理体制は､昭和

56年 5月22日付け環食化第 30号にて塩かずのこ

の過酸化水素処理が許可されたときが始まりでし
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た｡たらこの場合も塩かずのこ製造自主管理体制

の実績と､その当時の人脈がおおいに働いたこと

を付け加えなくてはなりません｡

塩かずのこ製造マニュアルも昭和 57年には､

3種類を数えました｡また,過酸化水素を使用 し

て加工する塩かずのこの食品としての安全を確保

し､その円滑な流通を促進するため､必要な事項

を定めた塩かずのこ加工要領には､加工場の指

定､加工の方法 (製造マニュアル)､製品の検査

およびLlIrl荷 (証紙の貼付)､加工記録､ロット管

理などが盛られ､今日に至っています｡

このような自主管理体制のないところに､やは

り魚卵製品で､平成 10年 6月に トラブルが発生

しました｡いわゆる病原性大腸菌 0157による,

醤油漬けイクラ食中毒事件です｡対応はすばや

く､同年 9月には､北海道水産林務部からイクラ

製造指導マニュアル ｢イクラ製造の衛生管理につ

いて｣(監修 釧路および中央水産試験場)が配布

されました｡

内容は､食中毒に関する基礎知識､食中毒を防

ぐための基本的な注意事項､醤油漬けイクラの

製造工程中の衛生管理､HACCPについて､醤油

漬けイクラの製造にあたっての衛生管理マニュア

ル､衛生管理向上のための融資制度の概要､食品

検査実施機関一覧から成っています｡その後､工

場の実態調査 を経て､平成 11年 2月に､｢イク

ラ製造衛生改善マニュアルー安全なイクラ製品を

つ くるために-｣(編集 中央､釧路水産試験場お

よび網走水産試験場紋別支場)が北海道水産林務

部から発行され､全道各地において説明会がもた

れました｡

その後､イクラ製品による食中毒の発生は､報

告されていません｡

ところで､安全性をクリアしただけでは､食品

として不十分です｡おいしさなど品質面で消費者

の要望に応えなければなりません｡釧路水試では

サケ卵製品について､より品質の高い製品を安全

に消費者に供給するための試験研究を平成 11年

から行ってきました｡ここで､その内容について

紹介 したいと思います｡

①市販い くら製品の実態調査およびサケ卵の性

状変化についての試験から､水分割合､塩分濃度､

脂質含有割合､食感､一般生菌数について､塩い

くらの品質基準 (表 1)を作成 しました｡

⑦秋サケの格付け (A～ C※)や漁獲時期による､

す じこ､醤油漬けいくら､塩いくら-の加工特性

(表 2)を明らかにしました｡

※ 秋サケの格付

A :若干の婚姻色が見られるもの｡

B :婚姻色が若干強いもの｡

BB :婚姻色が強いもの｡

C :婚姻色が非常に強いもの｡

③す じこ及び塩い くらを製造する上で重要な,

原料の品質､原料の管理､洗浄､漬け込み､水切 り､

熟成､製品の貯蔵の各項目について､高品質な製

品を製造するための条件を検討､製造基準 (表 3)

を策定しました｡

す じこには9月の A ランク､醤油漬けい くら

には9- 10月上旬の AおよびBランク､塩いく

らには10月中旬以降のBランクのサケ卵巣から､

とくに良質の製品ができると考えました｡卵巣の

腹出しは､早ければ早いほどよく､塩いくらでは､

漁獲後 12時間以内､す じこでは､漁獲後 24時

間以内ということになっています｡品質面だけで

なく､安全性の観点からも､原料のサケおよびサ

ケ卵巣の低温管理は言うにおよびません｡

なお､これらは根室管内標津沖で漁獲された秋

サケから腹出しした卵巣を用いて行ったもので､

すべての地区に,このまま当てはめることはでき

ませんが､ガイ ドラインとしての利用を願うもの

です｡

食の安全 ･安心を目指 した取 り組みは､先進的

な標津町地域 HACCPをは じめ､根室市および

厚岸町での地域 HACCP､北海道水産物品質管理

高度化推進計画 (釧路市がモデル)- と広が りを

みせています｡

北海道としても､食の安全 ･安心条例の制定に

向けた取 り組みを着々と進めてお ります｡水産試

験場としても､あらゆる機会と手段を通 じて水産

加工業界および漁業者の方々への技術指導､情報

提供を行っていきたいと考えてお りますので､皆

様方の､食の安全 ･安心に向けた積極的な取 り組

みを切に願うものです｡

(うすき むつお ･加工部)

一 日 ! ‥
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表 1 塩いくらの品質基準

水 分 塩 味 塩 分 脂質含有 粒揃い 食感(卵膜残り) 爽雑物 一般生菌数 大腸菌群 使 用 原料 の 格付け

一等品 <50% 良好 2-3% >15% 良好 良好 なし <102cFU/g 陰性 B

二等品 <50% やや強い(やや弱い) 2-3% ≧14% 良好 卵 膜 や や残る なし <103cFU/g 陰性 A､B

三等品 ≧50% 強い(弱い) >3% または<2% ≧14% ややぱらつく 卵膜残る ややあり <103cFU/g 陰性 BB

表2 秋サケの漁獲時期､格付けと製品の加工特性

サケ卵加工品 すじこ 醤油漬けいくら 塩いくら

秋サケの格付け A B BB､C A B BB､C A B BB､C

漁 秋獲 サ時 ケ期 の 9月上旬 ◎ ○ ほ とん ど漁獲 されない ◎ ◎ ほ とん ど漁獲 されない △ ○ ほ とんど漁獲 されない

〝 中旬 ◎ ○ ◎ ◎ △ ○

〝 下旬 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○

10月上旬 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

〝 中旬 ○ △ × ◎ ○ △ ○ ◎ △

〝 下旬 △ △ × ○ △ △ ◎ ◎ △

11月上旬 △ △ ー × ○ △ △ ◎ ◎ △

〝 中旬 △ △ × ○ △ △ ◎ ◎ △

〝 下旬 A △ × ○ △ △ ○ ○ △

(◎:最適 ○:適 △:やや適､×:不適)

表3 すじこおよび塩いくらの各製造基準

工 程 すじこ 塩いくら

原料 良JfEi-なすじこを浪造するには､ 良JfEfな塩いくらを浪鮎するには､生きている卵が必乳

○9月に漁獲された秋サケの卵典を用いる○秋サケの格付 ○10月中旬以降に漁獲される秋サケから採卵し､卵巣歩

けではA(銀)ランクが特に良いo 留りが 13%､卵径が6.3mm以上の伯料を用いるo

○lO月後半以降に漁召Riされたものは､いくら州の原料に ○秋サケの格付けではA.Bランクから特に良好なものがで

適しているo きる.ただし､Aランクの卵は､10月でも卵膿が弱いことがあるので注意する○

債料の ○卵巣は腹出しし､冷徹は0-5℃で､漁雑後24時間以内 ○卵巣は腹出しし､冷JJ'戌は0-5℃で､放縦後 12時間以内

鮮度保持 とする○ とするo

(原料の保管) ただし､貯蔵時間による､炎造歩留りの低下､渋け込み ただし､炎品歩留りは時間とともに低下するため､でき

時の亜硝酸ナトリウムや塩分泣透化の増加､などが生じるため､できるだけ早く加工する○ るだけ早く加工する○

洗浄 ○/生卵巣の3倍花の2-3%食塩水を用い､2-3回行うo ○A､Bランクの原料では､分離卯の3イ馳kの2-3%食

血液の洗浄､爽雑物の除去を行うo 塩水で行うことが望ましいD

○食塩水は温度管理に注意する(10oC以下とする)oljT前に ○BB､Cランクの原料では､真水では卵の硬化が起こるた

冷却しておくことが望ましいo め､2-3%食塩水で行う○○血披､卵のう脳室などの爽雑物を除去する○○食塩水は温度管理に注意する(10OC以下とする)○郎前に冷却しておくことが望ましい○

漬け込み ○洗浄卵典の3倍量の飽和食塩水で15-20分間○ ○洗粋卵の2倍量の飽和食塩水を用いた場合､10分間が適

○飽和食塩水中の亜硝酸ナトリウム濃度は 150-300 ppm とす 当.

る｡ ○1i'1-け込み時閲は秋サケの熟度や漁雑時,rgJにより調盤す

○食塩水は温度管理に注意する(10℃以下とする).事前に る(9月に漁粧された原料では､7-8分で十分なこと

冷却しておくことが望ましい○ もある○)○○食塩水は温度管邦に注意する(10℃以下とする)○坊l一行に冷却しておくことが望ましいo

水切り ○上に磁いを被せ､10℃以下の暗所で行う○○15oCで行う場合は4日間､良くとも5口閃までとする(-般生菌数で 105台となる)05-10℃が望ましいo ○ ヒに殺いを被せ､10oC以下の暗所で1晩行う○

製品の貯蔵 ○迦t'"-]の菌数は増加するため､すぐに食きない場合は冷凍うる｡ ○塩分2-3%のyull‖ゝで､10oC冷蔵では安全性を考慮して5

- 12 -


	85P00
	85P01
	85P02
	85P03
	85P04
	85P05
	85P06
	85P07
	85P08
	85P09
	85P10
	85P11
	85P12
	85P13
	85P14
	85P15
	85P16
	85P17
	85P18
	85P19
	85P20
	85P21

